
綴
蝶
鯉
鶏
旬
奴
五
部
の
状
勢
に
就
て

内

田

ム
マ

μ

風

　
　
、
一
、
緒
　
　
言

　
　
二
、
軍
子
政
治
の
浸
落

　
　
三
、
南
軍
子
抑
留
と
旬
奴
分
割

　
　
四
、
南
箪
干
の
存
績
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
五
、
南
軍
予
の
族
姓
と
飼
奴
中
の
合
成
種
族

　
　
六
、
魏
晋
の
五
部
旬
奴
統
治
（
上
）
都
尉
一
司
馬
i
郡
守
一
官
吏
探
用
一
牛
革
刺
史
、
－
護
匂
奴
中
郎
將

　
　
七
、
魏
晋
の
五
部
旬
奴
統
治
（
下
）
都
尉
の
支
配
一
罪
雑
居
－
民
籍
一
人
ロ
ー
離
調
一
系
役
割
客

　
　
、
D
　
士
口
　
　
　
　
五
口

　
　
曽
ノ
　
　
　
ゑ
小
　
　
　
　
　
　
　
一
憲
μ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛
、
緒
　
　
言

　
五
胡
十
六
國
の
大
仁
の
懸
章
を
極
じ
、
永
仁
五
年
（
。
。
質
》
・
U
・
）
に
は
暦
の
懐
帝
を
洛
陽
に
平
し
、
建
興
四
年
（
ω
お

》
’
U
◎
）
に
は
懸
帝
を
長
安
に
降
し
て
、
途
に
癖
馬
を
減
外
せ
し
め
た
漢
（
前
趙
劉
氏
）
の
族
類
が
後
漢
時
代
の
所
謂
南
旬

　
　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
リ
五
胡
働
乱
獲
に
至
る
旬
奴
五
蔀
の
歌
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
倦
　
第
ご
號
　
　
ご
七
一



　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
胡
働
乱
筆
に
至
る
鶴
奴
五
部
の
難
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
七
二

奴
の
後
面
で
あ
っ
て
、
魏
晋
で
は
普
疲
拝
州
胡
、
或
は
五
部
飼
奴
と
謂
は
れ
て
居
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
窺
知
の
事
實

で
あ
る
つ

　
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
こ
の
五
部
の
飼
奴
が
五
胡
の
大
面
が
登
生
す
る
ま
で
、
　
一
五
如
何
な
る
養
魚
に
在
っ
た
も
の
か

i
是
は
五
胡
観
の
原
因
を
考
察
す
る
上
に
も
是
非
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
一
と
言
ふ
問
題
が
雪
柱
殆
ど
顧
み
ら

れ
て
み
な
い
の
は
全
く
不
思
議
で
あ
る
〇

　
三
國
志
、
晋
書
乃
至
三
遍
通
鑑
等
に
見
へ
る
「
散
居
＃
州
」
と
か
「
與
中
暴
民
雑
居
」
と
か
は
、
果
し
て
如
何
な
る

駿
態
を
言
ふ
も
の
で
あ
る
か
。
五
部
諸
藩
を
支
配
し
た
も
の
は
誰
で
あ
る
か
。
彼
等
は
矢
張
り
後
漢
時
代
の
南
面
奴
同

機
皇
膚
齢
ち
墾
聚
的
性
愛
鳥
操
有
し
て
居
た
も
の
か
、
そ
れ
と
叢
早
嬰
・
被
征
服
民
と
し
て
魏
㈹

晋
朝
廷
の
政
治
を
受
け
る
も
の
と
な
っ
て
居
た
か
。

　
本
論
文
の
目
的
は
か
、
る
問
題
を
考
察
し
、
五
部
黒
奴
の
駿
態
一
特
に
其
魏
晋
爾
朝
の
統
治
の
方
面
を
出
來
得
る

限
り
明
瞭
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
Q

二
、
軍
子
政
治
の
没
落

　
後
漢
時
代
の
南
飼
奴
が
南
芸
子
に
よ
っ
て
統
一
的
支
配
を
受
け
て
居
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
彼
等

は
後
漢
の
幽
井
二
州
の
地
方
の
廣
露
な
地
域
を
占
有
し
て
　
西
河
美
嚢
（
後
、
離
石
）
に
は
彼
等
の
首
部
と
も
言
ふ
可
き



箪
子
庭
が
あ
り
、
南
軍
記
は
子
弟
近
親
を
ば
左
右
賢
王
以
下
の
百
官
に
任
じ
、
外
窄
呼
術
、
蘭
、
須
卜
氏
等
に
は
漸
獄

聴
訟
の
事
委
ね
、
年
々
三
回
大
小
の
諸
部
酋
を
集
め
て
祭
祀
を
行
ひ
嘉
事
を
議
す
る
大
國
會
と
も
言
ふ
可
き
龍
會
を
開

き
、
腱
鞘
霧
主
制
の
一
際
立
國
の
槻
を
な
し
て
居
た
も
の
で
あ
る
。
後
漢
の
使
飼
奴
中
郎
將
、
井
州
刺
史
は
唯
彼
等
を

監
視
し
、
特
に
外
題
と
の
交
通
を
阻
止
す
る
に
努
め
た
の
み
で
あ
っ
て
、
何
等
積
極
的
に
南
旬
奴
統
治
を
な
し
得
た
も

　
　
　
①

の
で
は
な
い
Q

　
こ
の
黒
子
政
治
が
後
漢
の
最
末
期
に
於
て
溝
滅
し
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
彼
等
は
保
有
し
て
來
た
猫
立
を
も
喪
失
し

た
の
で
あ
る
。
劉
淵
は
晋
末
大
多
子
と
し
て
五
部
旬
奴
を
統
題
し
た
が
寧
ろ
そ
の
本
質
は
支
那
の
皇
帝
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
畢
政
治
の
復
活
と
畏
し
難
い
。
蜀
羅
畢
暴
轟
轟
へ
來
輩
叢
治
の
葉
は
矢
肇
」
∴

後
漢
末
に
置
か
る
可
き
で
あ
る
。

　
孟
子
政
治
の
没
落
は
二
つ
の
方
面
か
ら
起
つ
た
。
第
一
は
彼
等
自
身
の
内
部
的
な
崩
壊
で
あ
り
、
第
二
は
魏
晋
爾
朝

が
行
っ
た
外
部
か
む
の
破
壊
で
あ
っ
た
。
後
淡
書
信
飼
奴
傳
に

　
、
中
館
四
年
前
中
山
太
守
二
藍
虫
酸
…
…
霊
帝
廟
嚢
南
飼
奴
兵
、
配
轟
轟
丁
丁
虞
討
之
、
軍
立
遣
出
賢
王
將
騎
詣
幽
州
、

　
國
人
恐
畢
重
手
丁
丁
已
、
五
年
右
巻
醗
難
壁
休
屠
各
胡
臼
碧
落
等
十
徐
萬
人
反
攻
殺
屯
倉
…
…
子
右
賢
王
於
扶
羅
立
》

　
國
人
殺
鼠
父
者
途
醇
、
共
立
須
整
骨
都
侯
爲
輩
子
。
而
於
扶
羅
詣
閾
脅
訟
、
會
露
帝
崩
天
下
大
観
、
軍
子
中
略
欲
蹄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
リ
ヌ

ニ
國
、
國
入
漁
受
、
乃
止
河
東
。
須
卜
骨
都
響
爲
軍
干
…
年
牢
死
、
南
庭
途
虚
位
。
墨
型
西
行
國
事
。

　
　
　
　
後
漢
寒
期
よ
り
五
胡
働
勃
嚢
に
至
ろ
殉
奴
五
部
の
懸
勢
に
就
て
．
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
二
號
　
　
二
七
三



　
　
　
　
，
後
瀧
末
期
よ
り
五
蜘
鰍
軌
養
に
旧
る
細
奴
五
部
の
歌
勢
に
穂
殴
　
　
　
　
　
　
、
第
†
九
欝
第
二
號
　
二
七
四

と
あ
る
南
軍
干
の
一
種
の
國
外
追
放
、
政
椹
喪
失
は
其
内
部
的
な
原
因
と
言
へ
よ
う
。

　
南
旬
奴
は
豚
革
南
軍
子
呼
韓
邪
以
來
の
部
族
即
ち
本
選
め
南
旬
奴
と
、
其
後
次
第
に
館
麗
し
來
た
部
族
帥
ち
所
謂
新

降
胡
よ
り
成
立
し
、
其
雨
者
の
不
融
和
、
或
又
粗
膳
子
が
新
降
胡
を
利
用
し
て
君
椹
強
化
の
企
圖
に
甥
し
て
の
部
族
國

家
制
保
守
の
部
會
の
力
強
い
反
影
等
が
屡
々
南
軍
子
の
位
地
に
迄
動
揺
を
與
へ
た
例
も
聴
く
な
か
っ
た
か
ら
、
輩
子
政

治
没
落
を
考
ふ
る
に
は
選
民
な
本
質
的
弱
黙
を
も
充
分
考
へ
ね
ば
な
ら
訟
と
は
言
へ
、
最
も
直
接
的
で
一
穂
に
逗
子
政

治
史
の
上
に
一
線
を
劃
し
た
も
の
は
、
矢
張
り
此
庭
に
掲
げ
だ
肥
州
討
伐
に
端
を
乱
し
た
政
墾
と
言
は
ね
ば
な
る
ま

い
◎・

羅
・
の
内
轟
轟
一
碧
は
畢
繁
の
没
肇
減
た
し
は
し
菱
猫
・
れ
は
完
全
生
干
政
治
の
清
倒

滅
と
は
言
ひ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
南
輩
・
子
於
池
心
は
河
東
に
在
っ
て
蹄
國
の
機
を
待
ち
、
本
義
に
あ
っ
て
も
須
ト
の
僑

立
あ
り
、
又
其
後
南
庭
虚
位
と
錐
嚢
會
王
は
輩
子
の
事
を
代
行
し
て
み
て
、
其
底
に
國
騰
政
騰
の
根
本
的
墾
化
を
來
し

て
は
み
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
愚
子
政
治
を
完
全
に
清
滅
せ
し
め
、
惹
い
て
蚕
飼
奴
の
濫
立
を
全
く
喪
失
せ
し
め
た
も
の
は
、
魏
晋
爾
朝
の
行
っ
た

外
部
よ
り
の
破
壊
作
用
（
そ
れ
は
軍
チ
抑
留
と
飼
奴
分
割
の
二
つ
に
代
表
さ
れ
得
る
）
に
外
な
ら
な
い
。

　
①
　
後
漢
書
南
飼
奴
傳
Q
内
田
、
後
漢
光
武
帝
の
醤
宿
劒
奴
策
に
獣
て
（
下
）
〔
史
林
｝
入
の
｝
）
峯
照



三
、
軍
壬
抑
留
と
飼
奴
分
割

後
漢
建
安
二
±
年
魏
武
曹
操
は
、
総
軍
子
呼
厨
泉
（
於
扶
羅
の
弟
、
兄
の
死
後
、
位
為
縫
ぎ
、
同
じ
く
河
東
に
居
つ
象
）
を
郷
に
誘
致
し
且
つ
抑
留
し
た
。

　
後
漢
書
南
帯
奴
傳
、
三
國
志
士
帝
紀
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
傳
総
叙
等
に
は
軍
に
建
安
二
十
一
年
呼
厨
泉
入
朝
し
、
途
に
郷

に
止
む
と
の
み
記
さ
れ
て
居
る
が
、
郵
芙
傳
（
三
園
志
）
に
見
え
る
嘉
軍
年
中
司
馬
師
に
属
し
て
作
さ
れ
た
郵
ヌ
の
上
言
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ
　
ぽ
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
わ

　
飼
奴
一
盛
爲
前
代
重
患
、
．
自
錘
子
在
外
莫
能
牽
制
、
器
量
誘
而
露
盤
、
使
購
入
侍
、
二
審
莞
夷
失
統
合
散
無
主
、
以

　
軍
干
在
内
、
萬
里
順
軌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3

あ
る
こ
と
、
三
江
統
徒
戎
論
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

達
安
中
使
右
賢
王
去
卑
、
誘
質
呼
厨
泉
（
晋
書
江
統
傳
）

と
あ
る
こ
と
等
を
参
照
す
れ
ば
、
只
言
の
南
浮
子
を
郷
に
止
め
た
の
は
漫
然
行
っ
た
も
の
で
な
く
、
南
飼
畜
牽
制
と
言

ふ
重
大
な
目
的
を
以
て
積
極
的
に
冷
奴
右
賢
王
を
利
用
し
て
、
誘
致
抑
留
し
た
こ
と
を
推
知
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
魏
武
の
旬
奴
五
分
も
亦
上
安
年
中
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
通
鑑
は
之
を
建
安
二
十
一
年
南
輩
干
禄
都
留
遣
直
後

に
繋
げ
て
み
る
が
何
等
か
の
根
糠
に
よ
っ
た
も
の
か
否
か
到
閉
し
な
い
。

元
來
魏
武
曹
操
は
建
安
二
士
年
以
前
に
も
飼
奴
諸
部
を
討
李
し
て
居
て
、
梁
憲
（
三
國
志
）
の
記
事

　
梁
習
以
薗
部
司
馬
、
雄
馬
州
刺
史
、
時
承
出
口
同
幹
節
附
滋
養
、
胡
混
在
堺
値
踏
駿
庖
、
…
…
作
爲
冠
害
、
…
…
暴
雨
官
、
唱

　
　
　
　
後
索
宋
期
よ
り
荒
胡
蹴
勃
疲
に
釜
ろ
飼
奴
五
部
の
擬
勢
に
就
学
！
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ナ
九
総
　
…
弟
二
瀬
「
　
二
七
五
h



　
　
　
　
後
漢
山
木
期
よ
り
五
輪
叩
鱒
…
勃
柚
綻
に
載
る
鞠
》
奴
五
蝋
騨
’
の
駄
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
蹴
十
九
巻
　
　
篤
κ
二
月
　
　
　
ご
七
六

誘
喩
招
納
、
豊
漁
召
其
豪
右
、
…
…
豪
右
宿
弊
、
乃
難
渋
零
丁
彊
、
以
爲
義
從
、
…
－
禰
移
其
家
前
後
逡
鄭
凡
数
萬

　
口
、
其
不
從
命
者
興
兵
致
討
、
斬
首
千
数
、
降
附
濫
萬
計
、
輩
干
恭
順
、
名
王
稽
顧
、
部
曲
服
事
聖
職
、
同
於
編
戸

，
邊
境
粛
清

と
あ
る
聖
、
既
に
高
幹
（
衷
紹
の
甥
丼
州
刺
定
）
の
臨
鎭
定
の
頃
に
は
痔
黙
れ
て
ゐ
葬
州
南
旬
奴
略
復
突
騰
魏
武
の
威
倉

服
す
る
三
態
に
成
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
借
、
斯
様
に
魏
武
の
飼
奴
分
割
の
年
を
詳
細
に
五
畜
す
る
こ
と
は
難
い
が
、
兎
に
角
そ
れ
が
論
判
年
周
に
追
行
せ
ら

れ
だ
こ
と
は
晋
書
北
秋
傳
、
江
統
傳
、
嘉
暦
或
は
聖
典
霊
鑑
等
の
明
記
す
る
庭
で
あ
る
。

聖
書
北
毯
操
叢
論
婆
天
下
騒
鴛
旧
叉
縫
光
武
暴
肇
北
塑
鍵
饗
し
來
た
っ
た
葛
嵩

は
最
早
殆
ど
禁
制
す
る
に
難
く
、
必
ず
冠
害
を
点
す
も
の
と
青
れ
ら
れ
、
群
臣
は
競
っ
て
其
歯
痛
を
上
為
し
た
。
薙
に

於
て
魏
武
も
意
を
決
　
途
に
江
南
飼
奴
を
五
部
に
分
ち
、
部
毎
に
帥
を
立
て
、
帥
に
は
飼
奴
族
の
貴
人
を
當
て
、
術
漢

入
の
司
馬
を
し
て
是
を
男
親
せ
し
め
た
。
こ
の
帥
は
魏
末
に
都
尉
と
改
回
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
是
に
よ
っ
て
略
解
る
楼
に
魏
武
の
目
的
は
雲
脚
の
統
一
國
家
と
し
て
の
存
在
を
破
壊
し
て
、
愚
考
に
封
ず
る
脅
威
を

減
せ
ん
と
す
る
に
在
っ
た
こ
と
明
か
で
あ
る
。
之
は
江
悪
徒
戎
論
中
に
於
て
も
其
様
に
言
っ
て
み
る
。

こ
の
分
割
と
云
ふ
有
致
な
政
策
は
是
以
後
も
魏
晋
を
通
じ
て
数
回
行
は
れ
、
塁
壁
傳
（
三
國
志
）
に
は
、
嘉
雫
中
郵
父
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
國
を
分
っ
て
竃
を
弱
め
よ
」
と
云
ふ
計
を
容
れ
た
司
馬
景
王
が
、
魏
武
の
分
つ
た
五
部
の
一
部
を
更
に
二
分
し
た
こ



と
が
記
さ
れ
て
居
、
江
統
宰
（
晋
書
）
に
も
、
、
威
煕
中
甚
だ
強
盛
で
あ
っ
た
蔀
を
三
書
し
、
更
に
工
面
簡
之
を
塁

と
し
た
こ
と
が
見
え
て
み
る
Q

　
さ
て
転
機
に
し
て
、
輩
干
の
抑
留
、
屡
次
の
分
罰
都
尉
の
任
用
は
、
頭
男
盛
頓
軍
干
雷
門
連
綿
絶
へ
な
か
っ
た
旬
奴

の
撫
子
政
治
に
全
く
本
末
を
告
げ
し
め
、
南
飼
奴
は
保
有
も
建
つ
た
統
一
あ
る
薗
生
、
猫
立
國
と
し
て
の
性
能
を
も
叢

に
全
ぐ
失
ひ
、
彼
等
族
民
部
は
魏
晋
爾
朝
よ
り
、
後
述
（
第
六
、
七
節
）
の
如
き
統
治
を
施
さ
れ
る
こ
と
、
な
っ
た
の
で

あ
る
。　

叙
上
の
如
く
魏
武
が
飼
奴
を
五
部
に
分
つ
た
後
も
更
に
三
牽
濃
霧
に
分
け
ら
れ
て
み
る
が
、
全
艦
を
呼
ぶ
時
は
矢
張
り
魏
晋
を
麺
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
て
匂
奴
五
部
、
並
州
五
部
幻
奴
な
ど
・
謂
は
れ
た
。
五
部
は
晋
書
其
他
の
示
す
通
り
並
州
内
の
薙
氏
祁
大
陵
新
興
及
並
州
接
隣
の
司

州
落
陽
の
三
子
の
掻
堀
に
占
住
し
た
（
但
，
郡
交
傳
に
は
“
部
を
こ
寧
と
し
た
る
一
率
が
幽
州
蕉
門
に
居
た
こ
と
が
見
え
て
み
る
）
。

！
後
漢
書
鮮
卑
、
南
旬
奴
擁
其
他
を
見
れ
ば
後
漢
初
霞
州
に
も
苦
く
住
居
し
て
み
た
南
農
奴
は
中
期
以
後
次
第
に
鮮
卑
の
爲
に
併
合
さ

　
れ
た
り
、
歴
塾
せ
ら
れ
て
井
州
に
後
退
を
止
む
な
く
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
宥
勒
が
幽
州
を
攻
め
た
時
拓
蹟
（
魏
）
中
の

幻
奴
萬
愛
野
が
廼
黒
し
た
の
も
（
北
乱
書
穆
帝
紀
）
嘗
て
鮮
卑
に
併
せ
ら
れ
た
者
等
の
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
ゆ
　
り
　
の

①
朝
霞
志
郡
父
傳
。
（
上
略
）
二
胡
虚
不
可
不
深
備
也
、
聞
劉
豹
部
有
無
胡
、
、
可
因
叛
割
爲
二
叉
以
分
其
鋤
…
…
…
離
園
弱
憲
（
癒
鍛
胡
注
、
離
幽
者
離

　
旬
奴
劉
豹
之
國
、
爲
二
也
）
…
…
…
此
御
湯
…
長
計
也
。

②
　
官
本
法
氏
と
な
す
碇
誤
（
李
慈
銘
札
寵
参
照
）

（55）

後
漢
末
期
よ
り
五
胡
胃
癌
獲
に
至
る
飼
奴
五
部
の
歌
数
に
就
て

第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
七
七



後
漢
末
期
よ
リ
五
胡
概
堂
上
に
蓬
ろ
飼
奴
五
部
の
歌
鋤
に
就
て

第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
七
八

四
、
南
軍
子
の
存
綾

　
五
部
旬
専
掌
に
於
け
る
種
族
問
題
に
は
華
墨
子
の
種
姓
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
有
つ
も
の
で
あ
る
が
、
其
れ
に
は

先
づ
南
…
軍
部
が
何
時
頃
兵
士
績
し
た
か
を
解
決
し
て
置
く
可
き
で
あ
る
。
且
つ
南
輩
干
が
如
何
な
る
状
態
の
下
に
存
績

し
た
か
を
明
か
に
す
る
の
は
本
論
の
目
的
か
ら
言
っ
て
も
必
要
な
こ
と
に
相
違
な
い
Q

　
魏
武
の
爲
に
郷
都
に
抑
留
さ
れ
た
南
輩
予
が
、
何
時
迄
存
綾
し
且
如
何
な
る
待
遇
を
受
け
て
居
た
か
と
云
ふ
事
を
取

り
纒
め
て
明
示
す
る
如
き
史
料
は
之
を
登
見
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
從
っ
て
魏
晋
の
間
に
於
け
る
南
浜
干
に
關
す
る

断
片
的
な
轟
や
色
々
藩
況
か
皇
を
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
繁
聾
難
雲
量
灘
欄
灘
瀦
黒

雛
甥
緬
縣
編
罎
怒
）

　
三
國
魏
志
憲
二
、
後
漢
献
呈
が
無
糖
帝
に
護
位
し
た
時
の
事
を
記
し
た
條
に
註
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
献
帝
傳
日
、
辛
未
魏
王
登
壇
受
暉
．
公
卿
列
侯
諸
秘
図
奴
黒
子
四
夷
朝
者
数
萬
人
陪
位

な
る
一
交
が
引
か
れ
て
居
る
。
こ
の
旬
奴
輩
子
と
は
前
に
郷
に
抑
留
さ
れ
た
呼
厨
泉
の
こ
と
で
、
此
時
魏
公
卿
等
よ
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
O
　
つ
O
O
O
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一難

�
驍
ﾖ
奉
っ
た
「
上
愈
號
文
」
中
に
は
「
飼
．
奴
南
輩
王
臣
泉
」
と
署
名
さ
れ
て
居
る
。
呼
一
事
は
更
に
其
後
黄
初
元

年
＋
肩
魏
廷
よ
り
璽
綬
を
授
け
ら
れ
、
青
蓋
車
乗
輿
寳
繭
玉
映
を
賜
っ
て
み
る
（
三
國
志
魏
帝
紀
）
。

　
次
に
上
掲
痴
夢
傳
（
三
國
志
）
に
見
え
る
郵
芙
の
上
言
に
依
っ
て
も
、
蒸
熱
の
頃
も
南
軍
子
が
引
き
熱
き
存
在
し
、
且
つ



魏
の
至
尊
に
留
っ
て
居
た
爲
に
塞
外
旬
奴
が
静
穏
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
が
、
更
に
晋
書
本
紀
、
泰
始
元
年
晋
武
帝
受

灘
撫
子
の
條
に
、
百
僚
在
位
及
び
旬
奴
南
軍
子
、
並
に
四
夷
等
数
字
か
其
儀
に
列
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
濃
子
は

三
代
を
通
じ
て
存
績
し
た
こ
と
を
確
認
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
晋
代
で
は
何
う
で
あ
っ
た
か
。
洛
陽
伽
藍
記
に
、
正
光
元
年
北
魏
の
中
書
含
入
常
器
が
嘗
時
北
魏
に
降
っ
た
蠕
蠕
王

五
畜
壊
へ
輿
ふ
無
き
律
遇
を
論
じ
て
「
成
書
中
、
軍
子
來
朝
、
晋
世
嘩
乏
王
公
特
進
之
下
一
、
可
班
」
と
言
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
居
る
。
こ
の
事
は
唐
太
宗
御
撰
軍
書
や
其
他
の
侠
存
の
諸
直
書
に
も
見
出
　
さ
れ
な
い
が
、
齊
魏
牧
二
品
書
常

景
傳
に
は
明
か
に
記
さ
れ
て
み
て
、
其
れ
に
は
正
し
く
南
丁
子
と
記
さ
れ
て
み
る
程
で
あ
る
か
ら
、
矢
張
り
晋
代
に
も

南
畢
は
窪
し
て
居
っ
て
、
王
公
鍵
の
下
の
禮
遇
墨
け
て
居
た
の
が
解
・
。
且
つ
積
書
禮
志
覧
れ
覇
廷
蕊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ゆ

式
に
於
け
る
旬
奴
南
軍
子
の
墾
列
…
進
退
の
事
が
規
定
さ
れ
て
る
た
事
を
狡
見
す
る
。

　
而
し
て
其
後
南
軍
子
が
壌
平
せ
ら
れ
た
と
思
は
し
め
る
何
等
の
史
料
も
存
し
な
い
事
、
或
は
又
永
興
元
年
成
都
王
穎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

が
安
北
將
軍
王
俊
等
に
謝
抗
す
着
く
、
股
肱
た
る
旬
奴
左
賢
王
劉
淵
を
し
て
丼
州
五
部
旬
奴
の
総
帥
と
し
て
（
南
聖
子

　
　
　
　
　
　
σ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
は
な
く
て
）
北
軍
子
に
秤
し
て
み
る
こ
と
、
元
康
未
墨
型
右
賢
王
劉
宣
が
こ
の
劉
淵
を
推
載
し
て
晋
に
叛
か
ん
こ
と

を
議
し
、
旬
奴
の
現
状
の
み
ぢ
め
な
る
こ
と
を
説
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
脅
漢
亡
以
來
魏
晋
養
鯉
、
我
輩
干
錐
虚
語
、
無
復
喪
主
悪
業
、
畠
諸
王
墨
隈
同
編
戸
（
縮
認
）

と
言
っ
て
み
る
こ
と
は
、
取
b
も
直
さ
す
南
軍
子
が
劉
淵
の
脚
絆
、
五
胡
夕
曇
登
に
至
る
迄
も
爾
存
在
七
て
居
た
こ
と

　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
朗
餓
勃
焚
に
至
る
劒
奴
五
部
の
歌
拶
に
就
て
・
　
　
　
　
．
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
七
九



　
　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
胡
鼠
勃
獲
に
誰
ろ
憩
奴
五
部
の
駅
勢
に
就
．
風
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
入
○

を
物
語
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
○

　
以
上
最
初
に
断
っ
て
置
い
た
通
り
、
断
片
的
な
史
料
で
あ
り
、
叉
．
間
接
的
な
情
況
か
ら
で
は
あ
る
が
、
而
も
猫
南
輩

干
が
裁
断
を
通
じ
て
奇
々
統
治
の
實
権
を
有
し
は
も
な
い
が
、
省
壌
鳴
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
五
胡
翫
漁
獲
に
至
る

迄
略
存
績
し
、
且
爾
朝
よ
り
相
當
の
禮
遇
を
與
へ
て
る
た
こ
と
を
充
分
確
認
し
得
る
と
信
ず
る
。

　
軍
干
な
る
穴
冠
に
封
ず
る
飼
奴
其
弛
北
方
諸
族
の
踊
扇
的
な
崇
敬
は
魏
督
を
経
て
も
失
は
れ
す
、
五
胡
飢
に
至
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
鹿
北
族
の
君
長
は
競
っ
て
是
を
弔
し
、
漢
人
の
再
魏
で
さ
へ
太
子
は
輩
干
と
稻
し
て
北
方
諸
族
の
統
治
に
曲
っ
た
程

で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
爾
晋
書
北
秋
傳
に
泰
始
七
年
輩
予
告
猛
叛
し
て
綿
塞
、
翌
八
年
部
下
左
部
督
李
絡
之
を
殺
し
て
降
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
居
る
が
、

　
　
乍
然
之
は
重
織
の
誤
で
劉
猛
は
裏
罫
で
な
く
一
部
帥
で
あ
る
こ
と
晋
書
（
弓
丈
帝
紀
士
籍
梅
興
奮
傅
）
北
愚
書
（
劉
虎
傳
）
北
史
等
の
記

　
　
事
に
よ
り
て
明
で
あ
る
。
南
魚
子
は
魏
晋
を
通
じ
て
初
め
通
り
罫
に
居
た
か
否
か
積
極
的
に
決
定
し
難
い
も
本
章
に
於
て
蓮
べ
た
諸

　
　
種
の
情
況
よ
り
矢
張
り
塞
内
で
も
寧
ろ
魏
普
の
中
央
部
の
地
方
に
置
か
れ
て
居
た
も
の
と
解
す
響
き
で
あ
ら
う
。
上
掲
伽
藍
記
の
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
に
は
盟
予
入
朝
の
文
字
が
あ
る
が
、
是
は
北
魏
書
に
は
蟹
に
詣
闘
と
あ
り
、
上
番
の
如
く
泰
始
業
箪
子
晋
武
の
即
位
に
列
せ
し
後
南

　
　
旬
奴
甚
動
揺
あ
り
た
る
も
漸
次
品
定
し
（
史
書
北
秋
傳
）
、
こ
の
戌
寧
中
南
箪
墨
客
に
詣
る
に
際
し
偶
園
塞
廷
に
於
け
る
禮
遇
が
定
め

　
　
ら
れ
弛
も
の
と
見
る
潔
き
で
あ
ら
う
。
俺
等
奴
古
書
の
官
號
左
右
賢
王
以
下
が
存
在
し
て
居
た
こ
と
は
、
忍
男
獄
下
の
劉
氏
が
各
其

　
　
を
構
し
た
旧
例
が
あ
る
か
ら
明
で
あ
る
。

　
①
　
金
石
薙
・
編
所
牧
、
上
職
號
碑
丈
。
同
受
謙
碑
丈
に
に
旬
奴
南
軍
干
の
交
字
あ
り
。

（5S）



②
　
晋
書
旧
記
第
一
、
第
二
㌔
同
夏
育
傳
、
北
魏
書
劉
聰
傳
等
。

③
　
晋
書
載
詑
、
晋
書
章
談
傳
。

戸

五
、
南
輩
干
の
族
姓
と
旬
面
内
の
合
成
種
族

　
混
綿
子
の
存
綾
に
關
し
て
は
前
章
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
、
に
問
題
と
な
る
の
は
此
の
魏
晋
を
通
じ
て
主
輪
し
た
南

豊
野
が
果
し
て
古
來
の
旬
奴
輩
子
の
正
系
、
後
漢
初
か
ら
の
南
輩
子
の
後
欝
で
あ
る
か
、
將
黒
頭
曼
胃
上
襟
呼
主
婦
を

出
せ
る
輩
雷
族
に
寄
す
し
て
其
れ
と
は
種
族
を
さ
へ
も
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
言
，
渦
事
で
あ
る
Q
其
れ
と
同

時
呈
部
鍍
内
に
於
け
・
震
の
異
同
轟
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
働

　
薫
製
軍
書
が
異
れ
る
諸
種
族
よ
り
合
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
は
晋
書
北
秋
傳
を
最
初
と
言
っ

て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
史
記
爾
漢
書
に
於
て
は
或
は
、
渾
邪
王
と
か
休
磨
王
と
か
種
族
の
異
れ
る
事
を
疑
は
し
め

る
固
有
名
詞
が
散
見
せ
ら
れ
る
の
み
、
叉
後
漢
書
南
飼
奴
傳
の
後
孚
に
は
晋
書
に
於
て
黒
奴
中
の
一
種
と
明
記
せ
ら
れ

た
る
も
の
、
名
が
、
唯
一
二
（
旬
奴
中
の
一
種
な
り
と
の
説
明
も
な
ズ
）
漿
見
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
要
之
、
史
記
雨
漢
書
は
旬
弁
髪
の
氏
族
の
差
別
を
説
き
、
氏
族
制
度
を
物
語
る
も
．
決
し
て
種
族
問
題
．
に
は
欄
れ
て

る
な
い
。
帥
ち
軍
子
の
姓
は
攣
難
氏
（
叉
に
虚
隠
題
、
雨
看
が
同
一
の
も
の
を
指
す
も
の
と
な
す
ほ
古
來
の
定
説
で
あ
る
）
で
あ
っ
て
、
左
右
賢
王
以
下
の
百
官
は
輩
子
の

子
弟
等
を
以
て
し
、
異
姓
に
は
呼
宿
、
素
望
、
丘
林
．
蘭
界
面
の
貴
族
が
あ
っ
て
各
要
職
に
つ
き
、
又
夫
々
部
衆
を
有

　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
リ
五
胡
観
勃
獲
に
至
る
飼
奴
五
部
の
欺
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
、
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
取
入
扁



　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
胡
鑑
勃
嚢
に
至
ろ
鞠
双
五
郡
の
歎
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
入
隠

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
み
る
の
み
で
あ
る
。

　
然
る
に
晋
書
（
北
秋
）
晋
奴
傳
に
至
る
と

　
北
秋
以
部
落
爲
類
、
其
入
居
塞
者
、
屠
各
種
鮮
支
種
冠
頭
種
烏
謬
種
赤
勤
種
揮
蛭
種
黒
狼
種
蝶
蝿
種
興
研
種
萎
渉
種

　
禿
銀
鱗
勃
零
種
難
解
種
賀
話
題
鍾
肢
種
大
楼
種
雍
屈
種
眞
樹
種
力
鵜
種
凡
十
九
種
、
皆
有
部
落
、
不
相
雑
錯
、
屠
各

　
最
豪
貴
、
故
得
爲
欝
欝
、
統
領
諸
種
…
…
其
四
姓
有
呼
延
氏
高
岡
算
氏
王
氏
墨
銀
延
氏
最
貴

と
あ
っ
て
、
晋
奴
は
十
九
種
族
よ
り
成
立
し
、
其
中
興
各
種
は
中
耳
で
軍
干
を
幽
し
、
呼
術
卜
蘭
喬
の
四
姓
が
あ
る
と

明
記
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

吾
蝉
騒
の
傳
雑
器
爾
漢
書
の
所
説
を
綜
合
し
て
手
代
の
五
部
鍍
内
の
種
族
的
組
織
の
大
饗
の
墾
得
あ

こ
と
が
出
撃
る
と
思
ふ
が
、
其
れ
よ
り
前
堂
づ
南
画
予
の
族
姓
の
問
題
を
解
決
し
撮
く
の
が
便
利
で
あ
ら
う
。

　
岡
崎
漱
授
は
著
書
「
魏
晋
南
北
朝
通
史
」
に
曾
て
、
魏
晋
時
代
の
旬
奴
輩
干
に
饗
し
次
の
如
き
意
昧
の
こ
と
を
想
定

せ
ら
れ
て
る
る
。
帥
ち
古
点
の
南
輩
チ
の
王
室
（
虚
蓮
題
氏
）
は
後
漢
末
溝
滅
し
、
魏
以
後
の
輩
子
號
は
旬
奴
＋
九
種
の
最
強

榔
（
鋸
否
へ
漢
人
よ
り
與
へ
し
も
の
に
過
熱
、
從
っ
て
前
趙
の
劉
淵
も
本
來
の
南
輩
子
の
系
統
で
な
い
と
。

　
而
し
て
其
理
由
と
し
て
は
の
晋
書
旬
報
傳
に
見
ゆ
る
転
瞬
四
大
姓
に
從
來
の
輩
子
田
螺
幌
氏
（
年
三
題
）
の
名
見
え
す
②

且
つ
…
箪
干
に
は
屠
各
種
が
な
る
と
あ
り
㈲
而
も
此
屠
各
が
職
長
の
南
軍
子
族
と
異
る
と
思
は
る
讃
糠
に
文
選
陳
琳
激
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

に
「
大
紫
天
一
百
“
禺
之
衆
、
戯
ハ
飼
ド
中
播
一
箪
予
燈
心
兀
厨
総
山
ハ
郡
ム
馬
四
丁
A
ド
屠
各
迫
比
翼
美
噛
捏
、
繭
猛
写
照
窓
、
自
由
可
平
目
南
」



と
蔑
、
南
軍
干
と
屠
各
が
謝
醸
し
て
畢
げ
ら
れ
て
る
る
紛
南
軍
干
の
系
圖
は
後
慰
安
合
本
泡
辿
り
得
る
も
其
後
不
明
㈲
後

漢
末
期
の
南
軍
属
に
旬
奴
十
九
種
の
一
壷
莞
渠
の
名
を
冠
せ
る
美
蛍
篭
干
が
あ
り
、
・
劉
淵
は
其
曾
孫
で
あ
る
等
の
意
味

の
こ
と
を
暴
げ
ら
れ
て
居
ら
れ
る
や
う
に
思
ふ
。

　
生
瀬
、
今
一
歩
を
縛
じ
、
異
っ
た
視
角
よ
り
是
等
の
理
歯
を
詰
む
れ
ば
、
必
ず
し
も
馬
食
以
後
の
旬
奴
南
膨
上
が
後
漢

初
の
呼
韓
邪
輩
子
の
後
衛
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
は
言
へ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
Q
私
の
次
に
縷
述
す
る

理
由
を
基
と
す
る
淺
見
よ
り
す
れ
ば
寧
ろ
魏
晋
の
南
輩
干
は
矢
張
り
郵
亭
の
旬
奴
輩
子
の
系
統
を
引
き
呼
韓
邪
の
後
斎

に
翻
る
も
の
ど
す
る
方
が
魑
魅
の
襟
に
思
は
れ
る
。
（
勿
論
後
端
末
一
時
及
び
魏
時
呼
選
抜
以
後
南
皇
帝
の
豊
隆
は
不
明

で
あ
っ
て
、
草
し
麦
護
系
の
鵠
が
行
は
染
と
は
言
ひ
得
な
い
迄
も
）
璽
干
の
位
美
園
の
畢
轟
鰻
あ

よ
り
他
の
異
れ
る
氏
族
乃
至
種
族
の
手
に
移
っ
た
も
の
と
は
諭
せ
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
成
る
程
、
後
漢
末
の
南
母
子
南
庭
軍
子
の
莞
渠
は
晋
書
の
畢
ぐ
る
十
九
種
族
の
一
の
名
と
一
致
す
る
。
乍
然
、
こ
れ

は
旬
奴
赫
連
勃
勃
が
丁
零
軍
予
と
な
つ
こ
と
が
あ
っ
て
も
決
し
て
勃
勃
は
丁
零
族
で
な
い
（
普
書
載
記
）
と
同
機
、
彼
が
叢
渠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
り
　
　
　
む
　
む
　
り
　
め

族
出
身
た
る
謹
糠
と
は
な
ら
譲
。
況
ん
や
莞
渠
軍
干
は
屠
各
族
慮
る
こ
と
歴
然
だ
る
も
の
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
前
趙

の
劉
淵
漫
罵
劉
曜
等
が
莞
瓢
箪
干
の
曾
・
玄
孫
た
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
（
晋
書
載
記
其
他
）
が
、
其
の
彼
等
が
屠
各
種
で
あ
る

こ
と
は

斬
工
臨
、
講
元
空
曇
各
小
堤
（
鞠
鰭
簿
Y
王
面
罵
（
劉
曜
）
踊
帯
三
韓
暑
帝
王
之
意
乎
（
聾
・
劉
塾
名
門
玄

　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
サ
五
胡
鑑
勃
遜
に
至
る
拗
双
五
郡
の
歌
勢
に
点
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
八
三



　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
胡
観
勃
嚢
に
璽
ろ
鞠
奴
五
部
の
歌
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
4
4
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
ゆ
く
四

　
明
、
屠
各
人
（
縣
縢
口
）
・
屠
各
回
奴
劉
淵
（
顯
瀦
徳
）

其
他
の
多
あ
史
料
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
前
趙
の
族
類
の
申
心
が
殿
沓
ぬ
る
こ
と
な
示
す
史
料
巨
極
め
て
多
い
Q
）

　
第
二
に
南
軍
干
の
系
圖
が
後
漢
末
一
時
断
絶
し
て
居
る
の
は
正
に
其
通
り
で
あ
る
が
、
之
は
直
ち
に
從
來
の
南
輩
干

系
統
の
断
絶
を
思
は
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
當
時
旬
奴
は
未
だ
七
癖
自
治
を
多
分
に
有
し
て
居
た
時
で
あ
る
◎
左
右

賢
雑
魚
貯
蓄
蓋
王
以
下
の
百
官
要
職
は
南
素
子
の
子
弟
近
親
を
以
て
當
て
ら
れ
て
居
π
以
上
、
忽
然
異
れ
る
氏
族
種
族

の
羽
子
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
其
は
…
箪
な
る
軍
立
一
個
人
の
問
題
で
な
く
総
立
磁
位
支
配
階
級
の
大
金
革
で
あ
り
、
氏
族

置
石
の
由
々
敷
大
革
命
で
あ
る
。
若
し
左
様
で
あ
れ
ば
南
飼
奴
に
關
し
精
密
に
記
録
を
行
っ
て
み
る
後
漢
書
に
融
然
記

著
れ
て
る
肇
あ
・
．
噸
藻
後
響
を
初
無
知
の
侠
存
の
繧
壷
暴
て
も
何
等
左
機
の
露
の
華
働

も
登
見
さ
胸
な
い
の
は
、
恐
ら
く
當
時
夏
干
位
が
外
族
の
手
に
移
る
如
き
こ
と
が
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
信
せ
ら
れ

る
。

　
第
三
に
晋
書
匂
奴
傳
に
青
馬
四
大
姓
を
睾
げ
、
壷
中
に
從
來
の
様
子
姓
虚
業
題
が
見
え
鎗
か
ら
と
て
、
同
南
軍
子
族

が
康
滅
し
だ
も
の
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
階
王
煙
「
読
経
」
に
加
へ
た
愈
愈
牧
の
記
文
（
漢
魏
叢
書
言
託
）
に
は
矢
張
り
晋
代
飼

奴
の
種
族
氏
族
を
説
い
た
部
分
が
あ
る
が
、
其
れ
に
は
明
か
に

　
　
　
む
　
む

　
徐
四
姓
日
呼
延
氏
卜
氏
蘭
氏
喬
氏

と
あ
る
。
こ
の
「
鯨
」
の
字
は
こ
の
四
姓
の
外
に
矢
張
り
豊
・
子
姓
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
か
。
否
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
ゆ
　
の
　
　
　
の

斯
機
な
廻
り
く
ど
い
推
察
も
要
ら
な
い
Q
罫
書
載
記
其
他
を
熟
讃
す
れ
ば
宙
然
に
、
從
來
の
陰
子
族
は
虚
連
題
な
る
姓

　
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　

を
改
め
て
漢
と
の
奮
交
に
基
き
劉
氏
を
讃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
氣
附
く
で
あ
ら
う
Q
卸
ち
晋
書
に
至
っ
て
労
連

題
の
名
の
見
へ
澱
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
虚
言
題
氏
が
亡
ん
だ
の
で
は
な
く
、
重
連
題
が
劉
氏
と
改
憲
せ
ら
れ
た
が
爲

と
見
る
可
き
で
あ
る
。

　
第
四
に
上
掲
陳
琳
傲
百
中
に
旬
奴
南
輩
．
子
と
屠
各
と
か
別
々
に
記
る
さ
れ
て
み
る
の
は
爾
者
が
別
種
族
の
も
の
た
る

，
謹
糠
と
は
な
ら
ぬ
。
元
來
こ
の
単
文
は
蓮
常
画
学
と
見
微
さ
れ
て
る
る
が
、
其
は
兎
も
角
こ
の
所
述
は
建
安
二
十
年
（
帥

ち
第
二
章
に
述
べ
だ
如
く
既
に
総
軍
子
が
飼
奴
の
本
國
外
に
出
た
）
以
後
の
事
件
に
繋
る
か
ら
、
假
倉
南
覧
・
予
乏
屠
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
が
同
種
に
回
す
と
も
、
是
を
儒
者
別
々
に
分
っ
て
記
す
こ
と
は
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

「
以
上
四
つ
の
事
情
を
綜
合
し
て
考
ふ
る
な
ら
ば
、
前
に
提
下
し
て
置
い
た
結
論
は
充
分
理
論
的
に
成
立
す
る
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
繰
返
し
且
つ
補
足
し
て
言
．
湖
な
れ
ば
、
南
軍
需
の
系
圖
は
後
漢
末
一
時
断
絶
し
且
つ
魏
晋
に
於

て
明
瞭
を
敏
く
と
錐
ぢ
決
し
て
南
軍
子
の
位
は
從
來
の
南
輩
叢
論
以
外
の
外
論
の
手
に
移
つ
元
も
の
で
な
く
、
矢
張
り

從
來
の
南
学
蕃
族
虚
連
音
を
改
面
し
た
る
劉
氏
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
晋
書
が
、
軍
子
は
旬
奴
十
九
種

中
の
最
強
族
屠
各
の
去
る
所
と
謂
ふ
の
は
、
史
記
雨
漢
書
等
が
端
書
族
を
氏
族
的
に
説
明
せ
し
に
謝
し
馬
是
は
當
時
恐

ら
く
新
に
得
ら
れ
だ
る
旬
奴
に
記
す
る
種
族
上
の
知
識
よ
り
、
輩
に
種
族
の
上
か
．
ら
説
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
可

き
で
あ
・
。
（
即
ち
刷
子
族
ぼ
本
よ
り
屠
楽
舞
で
あ
っ
た
が
、
簿
記
爾
漢
書
製
作
要
心
に
匡
著
者
に
か
、
ろ
種
族
的
知
識
が
無
く
唯
氏
族
的
に
観
明
し
六
の
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
頭
曼
胃
頓
も
元
勲
屠
各
な
の
で
あ
る
。
蔑
佑
舷
頭
曼
冑
里
山
屠
各
種
也
〔
建
艦
繹
丈
俳
疑
〕
）

　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
胡
観
勃
獲
に
籠
ろ
飼
奴
五
部
の
歌
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
八
五



後
漢
末
期
え
り
五
師
観
尊
王
に
誰
る
衝
奴
五
部
の
歌
勢
に
就
て

第
十
九
巻
　
第
二
競
　
　
二
入
六

　
以
上
南
融
手
の
落
選
に
關
し
て
述
べ
た
庭
に
擦
る
も
、
亭
亭
繁
忙
時
代
の
旬
奴
中
の
種
族
駿
態
を
知
り
得
た
も
の
と

思
ふ
。
塗
込
に
注
意
す
抜
き
は
こ
と
は
、
晋
書
画
奴
傳
に
明
記
あ
る
通
り
此
等
の
諸
族
が
各
々
部
落
を
形
成
し
て
相
雑

種
せ
ざ
り
し
事
で
あ
る
。
こ
の
響
俗
は
後
述
す
可
き
部
都
尉
の
部
支
配
と
併
せ
考
へ
て
も
、
彼
等
が
金
人
と
比
屋
混
住

し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
（
第
七
章
参
照
）
　
な
ほ
上
述
の
如
く
屠
各
族
が
輩
干
以
下
左
右
賢
王
百
官
を

訂
す
貴
族
で
、
諸
部
を
統
領
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
も
勿
論
彼
等
自
身
の
部
落
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
。
喜
連
の
五
部

設
立
後
は
こ
の
屡
各
種
た
る
劉
氏
は
夫
々
其
五
部
の
地
に
分
結
し
て
其
所
部
を
支
配
し
π
も
の
で
あ
る
が
、
爾
彼
等
は

本
鯖
る
可
き
自
身
の
部
落
を
保
有
し
て
み
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
晋
書
藷
笙
が
「
魏
武
分
葉
面
長
以
（
劉
あ

　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

豹
爲
左
部
帥
、
其
余
部
帥
皆
以
劉
氏
爲
之
、
…
…
津
軽
錐
分
居
五
部
、
然
皆
家
居
晋
陽
繭
紬
之
濱
」
と
言
ふ
は
此
の
事

“
を
指
す
も
の
と
思
は
れ
る
。

　
晋
書
載
記
第
三
に
後
室
石
虎
が
前
廉
劉
氏
を
亡
ば
し
「
五
部
屠
各
五
千
鯨
」
を
虐
殺
し
た
と
記
載
あ
る
は
、
恐
ら
く

斯
機
に
し
て
五
部
の
地
へ
分
居
支
配
を
な
し
て
居
た
屠
各
族
の
こ
と
を
指
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
Q

　
　
屠
各
種
丁
馨
は
昔
の
休
屠
で
あ
る
こ
と
は
種
あ
藩
（
後
漢
書
等
に
休
屠
谷
と
し
て
寄
れ
て
み
る
こ
と
や
叉
主
に
活
躍
地
域
）
か
ら
も
墾
さ
れ
、
殊
量
猛

　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
　
　
む
　
　
り
　
む
　
　
り

　
　
鑑
繹
・
文
、
軽
愚
元
通
鑑
詳
節
等
に
は
明
か
に
左
機
説
明
し
て
居
る
が
、
此
の
事
は
藪
で
は
省
略
し
や
う
。
旬
奴
が
諸
種
族
か
ら
出
來
、

　
　
選
…
餐
族
が
其
統
領
に
し
て
箪
乎
を
出
す
こ
と
、
諸
部
落
難
題
せ
ざ
る
こ
と
は
本
文
引
用
の
も
の
・
外
晋
中
興
書
（
文
選
註
引
用
）
瀟
子



顯
墨
磨
草
（
通
典
引
用
）
階
王
難
撲
元
縄
唐
選
曲
能
文
な
ど
あ
り
・
避
暑
士
元
誰
卵
知
譜
煙
瀞
も
全
く
之
等
に
捺
つ
た
解
離
を
な
し
て

居
る
。

爾
屠
各
種
に
は
藁
干
族
た
る
劉
氏
の
外
に
諸
琉
姓
が
あ
る
筈
で
、
例
へ
ば
喬
氏
等
も
そ
う
で
あ
る
。

兎
に
角
屡
各
は
平
沙
に
岸
里
で
あ
っ
た
の
で
五
胡
鳳
中
に
も
特
に
活
躍
し
た
事
件
が
多
撒
に
あ
る
が
、
本
論
の
範
園
外
で
あ
る
か
ら

今
は
燭
れ
な
い
。

六
、
魏
晋
の
五
部
統
治
（
上
）

　
倦
前
章
に
至
る
迄
軍
器
政
治
の
没
落
、
魏
武
の
飼
奴
五
分
聡
警
南
軍
子
の
存
績
、
旬
奴
内
部
の
種
族
部
落
の
状
態
等
　
の

の
警
隠
し
て
章
董
違
警
本
章
で
は
本
論
の
叢
叢
撃
茎
で
あ
る
五
蕩
弩
政
治
生
活
に
於
て
芦
σ

根
幹
と
な
る
慮
の
魏
晋
爾
朝
の
五
部
旬
奴
統
治
機
翼
に
点
て
考
察
し
憎
い
と
思
ふ
○

　
是
ま
で
述
べ
て
來
た
慮
の
旬
奴
の
諸
事
件
を
綜
合
し
た
長
け
で
も
、
吾
人
は
直
ち
に
黒
帯
時
代
の
飼
奴
は
前
代
の
そ

れ
，
に
比
し
て
甚
だ
力
弱
き
存
在
と
な
っ
て
居
た
、
つ
ま
り
三
國
志
の
所
謂
「
折
節
過
漢
奮
」
の
状
態
を
戚
じ
得
る
の
で

あ
る
が
、
魏
晋
の
旬
奴
統
治
機
構
を
綿
密
に
槻
察
す
れ
ば
更
に
明
か
に
其
れ
を
掛
取
出
掛
る
も
の
が
あ
る
。
、

　
魏
武
の
旬
奴
五
分
、
五
都
尉
任
用
の
経
過
は
第
二
章
に
撃
て
述
べ
た
が
、
こ
の
事
は
歴
代
職
官
表
（
燃
犀
宗
）
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
お
　
り
　
む
　
め

　
漢
自
宣
帝
以
後
口
写
曲
面
入
朝
、
然
輩
・
子
自
聡
碁
欝
號
、
如
故
、
未
嘗
加
以
漢
爵
、
其
羅
文
日
飼
奴
軍
子
璽
、
不
冠

　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
朗
観
直
黒
に
至
ろ
飼
奴
五
部
の
欺
撚
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
・
九
巻
　
第
二
號
　
　
二
薄
樺



　
　
　
　
後
上
末
期
よ
纏
五
胡
短
尊
墨
に
棄
る
飼
奴
薫
醤
の
歎
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
策
一
｝
號
　
　
二
八
入

　
　
ノ
　
　
　
わ
　
り
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
ゆ
　
む
む

　
以
漢
字
、
蓋
不
遜
純
駆
詰
蜜
蝋
、
後
漢
光
武
立
、
南
飼
奴
亦
用
前
漢
呼
韓
邪
故
事
、
至
建
宵
立
五
部
、
．
始
加
以
中
國

　
　
　
　
　
　

　
官
欝
尖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
論
せ
ら
れ
て
る
る
如
く
、
實
に
旬
奴
は
輩
に
始
て
支
那
官
吏
（
都
尉
）
1
其
は
飼
．
奴
族
劉
氏
で
は
あ
る
が
一
の
支

配
下
に
遣
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
是
を
官
制
官
名
上
の
表
面
的
な
形
式
の
墾
化
に
過
ぎ
ぬ
ど
考
凶
、
て
は
な
ら
澱
。

　
南
輩
子
は
支
那
内
地
に
抑
留
さ
れ
て
全
然
族
民
統
治
か
ら
手
を
馴
か
さ
れ
、
統
一
あ
り
し
も
の
が
五
部
と
云
ふ
五
行

政
遜
域
に
分
離
せ
ら
れ
、
部
都
尉
は
魏
晋
朝
廷
が
之
を
任
命
し
て
部
民
の
支
配
に
當
た
ら
し
め
る
。
是
は
軍
子
の
支
配

す
る
君
壷
た
・
爆
雷
馨
で
・
の
羨
有
し
て
來
た
皇
塁
の
墾
で
・
の
・
．
晶
剛
覆
漢
を
通
b
て
常
に
旬
奴
醐

か
一
國
の
祭
政
の
大
事
を
議
し
行
ふ
亡
く
全
國
の
大
小
部
酋
を
面
子
の
下
に
集
め
て
開
か
れ
た
毎
歳
の
大
國
會
「
庭
祠
」

「
龍
城
」
「
謄
林
」
等
の
二
と
も
、
此
の
後
送
に
全
く
史
上
に
弔
意
を
没
し
た
の
も
亦
極
め
て
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　

　
部
都
尉
に
は
各
々
漢
入
の
司
馬
が
附
け
ら
れ
て
監
虚
し
て
る
た
こ
と
は
晋
灘
北
狭
傳
の
明
記
す
る
慮
で
あ
る
。
乍
然

五
部
都
尉
を
管
轄
節
制
す
る
も
の
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
當
時
の
地
方
行
政
魑
劃
の
最
大
下
位
で
あ
る
州
の
長
官
、
印
ち

　
　
　
ゆ
　
の
　
ゆ
　
　

叢
で
は
井
州
刺
史
に
外
な
ら
な
い
。
勿
論
其
の
問
に
は
部
の
存
す
る
郡
の
太
守
等
の
介
在
す
る
の
は
翻
然
で
、
新
興
太

守
の
郭
煕
が
所
部
の
飼
奴
劉
聰
の
才
智
を
認
め
て
主
簿
ど
し
、
下
流
を
委
ね
た
な
ど
、
言
ふ
例
も
あ
る
の
で
あ
る
（
糖
瀦

帳
）



　
爾
、
魏
晋
に
於
て
は
斯
標
に
都
尉
の
外
に
地
方
下
級
官
吏
に
盤
民
を
任
用
し
た
例
は
間
々
是
を
見
お
が
、
決
し
て
之

を
櫃
要
の
高
官
に
は
爲
さ
な
か
っ
た
如
く
少
く
と
も
晋
末
弛
綱
以
前
に
は
其
例
を
見
な
い
○
是
は
晋
武
帝
が
劉
淵
を
重

－
任
せ
ん
と
し
た
時
の
孔
規
進
の
反
戦
や
（
讐
嘗
て
凝
念
華
南
が
故
意
量
馨
功
者
を
暮
せ
ざ
・
の
甚
し

き
を
論
じ
た
上
陳
（
糖
羅
）
等
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
此
瓢
唐
代
の
耳
垂
重
用
と
全
く
反
劃
で
、
宗
族
中
心
主
義
の
魏
晋

朝
廷
の
精
紳
の
一
つ
の
現
れ
と
も
見
ら
れ
る
。

　
後
漢
時
代
の
南
飼
奴
統
御
機
關
の
中
心
は
使
（
護
）
飼
奴
中
郎
將
で
あ
っ
た
。
其
の
職
任
極
め
て
重
・
、
後
漢
書
に
於

て
も
其
れ
に
回
す
る
官
制
任
務
櫻
限
等
は
充
分
詳
細
に
明
記
せ
ら
れ
て
居
る
。

　
魏
晋
時
代
に
も
爾
こ
の
官
の
存
し
た
こ
と

太
和
五
年
無
爵
護
飼
奴
中
郎
將
（
三
國
志
魏
）
。
謹
旬
奴
莞
戎
螢
夷
越
中
郎
將
或
領
剰
史
或
持
節
秘
画
（
驕
翻
職
）

そ
の
他
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
。
が
特
に
其
任
務
樺
限
馬
僚
等
に
關
す
る
規
定
を
特
記
す
る
更
料
は
見
當
ら
な
い
。
是
は

寧
ろ
當
然
で
、
爵
主
自
治
猫
立
性
を
充
分
保
有
し
て
居
た
後
漢
の
南
飼
奴
に
於
て
こ
そ
中
郎
將
の
任
務
も
重
大
で
あ
る

が
、
轡
主
を
失
ヴ
た
魏
晋
時
代
で
は
最
早
特
記
す
る
に
領
す
る
や
う
な
も
の
が
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
ば
容
易
に
推

察
串
來
る
こ
と
で
あ
る
。

　
上
掲
紅
海
職
官
志
の
交
中
に
も
あ
る
如
く
、
魏
晋
で
は
追
慕
奴
中
郎
將
の
官
は
拝
串
刺
吏
が
之
を
兼
ね
た
も
の
で
漫

極
一
部
分
の
例
を
暴
げ
て
見
て
も

　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
師
蹴
題
下
量
る
⑳
奴
玉
部
の
激
勢
に
就
て
　
　
　
　
策
＋
九
怨
鑑
二
號
　
霊
徳
九

（67）



　
　
　
　
・
後
漢
末
期
よ
リ
五
胡
織
上
擾
に
獣
ろ
紡
奴
五
部
の
簸
勢
に
就
て
　
　
　
　
、
　
　
　
　
第
十
九
得
　
第
∴
號
　
　
二
九
α

　
以
撫
薩
爲
搾
州
薪
慶
雄
藩
無
常
軍
使
持
節
護
勾
奴
中
郎
將
（
三
志
）
正
始
初
田
重
重
使
持
節
語
聾
奴
中
郎
將
加
振
武
將

軍
蘇
州
刺
裏
濫
國
）
朝
種
蒔
審
豊
州
刺
史
假
節
護
旬
奴
中
郎
漿
舘
）
劉
現
爲
拝
州
邊
加
憂
晴
將
軍
三
旬
奴

中
郎
漿
舘
）

等
が
あ
る
。
當
時
々
州
の
刺
史
等
は
治
民
軍
事
の
爾
者
を
総
領
し
職
任
極
め
て
重
き
を
例
と
し
、
幽
・
凍
二
州
の
刺
史

等
む
亦
夫
々
護
烏
九
、
護
晋
校
尉
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
る
。

　
要
之
、
魏
晋
の
拝
州
五
部
旬
奴
は
最
初
に
も
言
っ
た
如
く
豪
州
刺
史
の
統
招
支
配
す
る
慮
で
あ
る
。
魏
代
最
初
の
井

州
刺
史
は
梁
習
、
晋
代
最
後
の
拝
州
刺
史
は
有
名
な
劉
現
と
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
が
、
共
に
井
州
旬
奴
の
統
治
に
偉
功

が
套
た
…
墨
に
明
記
せ
ら
れ
て
居
・
肇
・
の
・
（
二
國
志
豊
野
傳
晋
書
劉
現
傳
其
他
）
。
　
　
　
　
　
幽

　
①
漢
書
勾
奴
傳
た
検
す
う
に
螺
子
璽
に
泌
の
字
な
冠
ぜ
ざ
る
こ
と
朔
詑
あ
り
。
但
、
左
右
賢
王
以
下
の
佃
奴
国
王
の
印
に
漢
宇
な
冠
す
と
あ
り
。
さ
れ

　
　
　
ど
是
な
以
て
支
那
官
欝
為
加
へ
し
も
の
な
吻
と
な
し
得
ざ
る
こ
と
論
た
挨
糞
ぬ
で
あ
ら
う
。

七
、
魏
晋
の
五
部
統
治
（
下
）

　
唐
代
の
鵬
総
州
は
「
唐
書
地
理
志
」
に
糠
っ
て
も
知
ら
る
、
如
く
、
蕃
酋
を
以
て
都
督
或
は
刺
史
と
な
し
、
皆
貴
襲

す
る
こ
と
を
得
、
貢
賦
に
は
服
す
る
も
、
多
く
は
版
籍
を
唐
の
戸
部
に
上
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
肥
土
の
五
部
飼

奴
は
勿
論
是
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
小
さ
い
も
の
で
、
前
述
の
如
く
井
州
州
治
に
包
含
せ
ら
れ
る
ほ
ど
で
は
あ
る
が
、



性
質
の
．
上
に
多
く
の
瓢
で
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。

　
五
部
の
都
尉
職
が
劉
氏
一
族
の
世
襲
す
る
庭
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
第
五
章
で
述
べ
た
所
や
劉
豹
一
家
の
相
傳
の
有
様

か
ら
も
認
め
得
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
都
尉
が
各
部
を
、
官
制
の
上
融
け
で
な
く
、
實
際
に
支
配
し
た
こ
と
は
中
部
帥

劉
猛
が
嘗
て
所
部
を
峯
い
て
反
擁
し
た
朕
勢
や
劉
聰
が
右
部
都
尉
と
し
て
族
民
を
撫
接
し
た
事
、
襲
職
が
北
部
都
尉
と

な
る
や
部
民
を
治
む
る
に
刑
法
を
明
に
し
姦
邪
を
禁
じ
財
を
輕
じ
て
好
施
し
善
政
を
布
き
所
部
は
勿
論
他
の
四
部
、
幽

鬼
の
俊
傑
名
士
も
皆
其
門
に
藤
っ
だ
事
實
、
塩
草
が
右
上
都
尉
と
し
て
官
に
甘
み
て
清
恪
、
所
部
之
に
懐
い
た
こ
と
な
ど

か
ら
も
推
知
し
得
る
。
（
晋
書
旬
奴
傳
同
載
詑
『
二
。
劉
氏
が
趙
な
建
て
・
か
ら
も
輩
干
左
右
輔
の
所
よ
王
山
ハ
夷
二
十
鼎
禺
嚇
洛
に
．
は
茄
禺
瀞
洛
毎
に
」
都
尉
な
凹
い
で
、
治
摺
り
し
め
六
④
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
街
こ
の
都
尉
の
支
配
と
云
ふ
こ
と
、
、
前
に
第
五
章
で
述
べ
た
種
族
毎
に
部
落
を
な
し
相
雑
錯
せ
ざ
る
彼
等
の
俗
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

等
を
併
せ
考
ふ
れ
ば
、
彼
等
が
漢
人
と
雑
居
す
と
諸
夏
に
あ
る
は
井
州
領
内
に
部
落
す
と
云
ふ
大
き
い
意
味
で
言
ふ
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
眞
に
漢
人
と
雑
錯
混
住
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
推
知
し
得
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
で
は
此
の
都
尉
の
支
配
し
た
五
部
の
族
民
は
果
し
て
魏
晋
の
完
全
な
州
民
、
帥
ち
民
事
に
載
せ
ら
れ
る
所
謂
編
戸
を

賦
す
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
と
言
ふ
に
、
今
講
書
地
理
志
を
槍
す
る
に
井
…
州
太
原
の
量
子
は
十
三
，
戸
数
総
数
一
丸
四

千
で
あ
る
。
然
る
に
晋
書
旬
丸
紐
は
、
魏
平
め
分
っ
た
五
部
聖
算
に
し
て
太
原
に
居
住
す
る
も
の
は
左
部
の
萬
除
落
、

優
恕
の
六
千
徐
落
、
中
部
の
六
千
徐
落
と
無
げ
て
、
総
数
約
二
萬
二
千
除
霜
の
多
数
に
達
し
て
居
た
こ
と
を
示
し
で
居

る
。
其
に
も
不
拘
、
地
理
志
の
戸
数
一
様
四
千
と
言
ふ
の
は
之
れ
全
く
旬
姻
族
民
が
郡
國
の
戸
数
に
数
へ
込
ま
れ
て
居

　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
9
五
綴
観
勃
議
に
簸
ろ
殉
奴
五
部
の
雛
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
翁
　
第
ご
號
　
　
二
九
」
．



　
　
　
　
・
後
漢
末
期
よ
り
五
胡
徹
勃
獲
に
至
ろ
翻
奴
五
郊
の
歌
勢
に
就
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬉
や
九
巻
　
第
∴
號
　
　
ご
九
二

な
か
つ
な
己
と
、
づ
ま
り
五
部
侮
奴
が
唐
の
石
蕗
州
の
蟹
民
と
同
様
に
版
籍
を
朝
廷
に
上
ま
つ
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ

と
を
物
語
乃
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
族
民
は
編
戸
を
な
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

爾
、
上
掲
太
原
三
部
の
外
司
州
蕩
の
華
に
南
部
一
手
除
菌
、
雍
州
新
興
郡
（
旬
日
傳
に
縣
と
あ
ろ
ば
誤
》
李
慈
銘
札
記
参
照
）
に
北
部
四
千
除

落
が
あ
っ
た
。
此
等
の
部
落
数
は
時
に
依
り
多
少
の
壇
減
は
あ
っ
た
ら
う
が
、
兎
に
角
彼
等
は
其
一
云
云
け
で
も
仲
々

の
人
口
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
○

　
倦
画
然
、
編
戸
で
な
い
こ
と
は
同
時
に
彼
等
が
常
時
の
所
謂
豊
田
或
は
戸
調
等
の
負
亡
者
と
し
て
取
り
扱
は
れ
す
に

濟
ん
だ
こ
と
で
あ
る
、
と
は
言
ひ
得
な
い
や
う
で
あ
る
Q

難
民
以
外
の
特
別
の
商
民
乃
至
夷
人
に
關
す
・
諜
語
調
の
法
と
し
て
は
謹
書
釜
志
に
見
ゆ
・
　
　
働

　
遠
夷
弓
課
田
者
、
同
義
米
戸
三
品
、
遠
十
五
斗
、
極
漁
者
楡
算
銭
人
二
十
入
文

　
又
制
至
忠
毒
茸
丁
男
之
芦
、
興
趣
絹
…
三
匹
綿
三
子
、
女
及
次
丁
長
軸
戸
者
孚
輪
…
、
「
其
諸
鐙
郡
或
三
分
之
二
、
遠
者
三

　
分
之
一
、
夷
人
楡
賓
布
戸
…
匹
、
遠
者
或
「
丈
」

の
二
塁
を
爆
げ
得
る
。
此
の
法
が
何
れ
程
當
時
盲
暦
に
實
施
せ
ら
れ
た
か
は
甚
だ
疑
問
で
は
あ
る
が
、
ま
つ
大
半
五
部

風
習
に
謁
し
て
も
斯
様
な
法
律
に
準
愉
し
て
賦
課
し
た
も
の
と
見
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
尤
も
吾
人
の
管
見
を
以

て
す
れ
ば
、
當
時
の
五
部
旬
奴
の
貢
賦
に
重
し
て
直
接
に
其
様
態
を
明
示
し
て
み
る
何
等
の
史
料
も
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
が
、
當
時
彼
等
よ
り
も
爾
一
蓋
粗
暴
で
動
も
す
れ
ば
反
嘔
を
試
み
た
幽
凍
地
方
の
蹄
化
攣
族
に
封
し
て
も
多
ぐ
租



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

調
賦
役
を
賦
課
し
て
居
た
こ
と
か
ら
推
し
て
も
大
膿
想
像
鵠
來
る
乏
思
ふ
Q
魏
初
井
州
旬
奴
を
大
に
清
掃
し
た
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
エ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

軍
干
恭
順
、
名
王
稽
穎
瀦
織
脚
㈱
奴
服
事
供
職
、
同
於
編
戸
（
影
響
志
梁
習
傳
）
で
あ
り
、
軍
器
劉
淵
の
從
覗
劉
宣
等
が
篇
か
に
反
叛

を
議
し
た
時
、
「
自
尽
亡
以
來
魏
厳
然
興
…
…
自
諸
王
喉
聴
感
編
戸
」
（
晋
書
載
記
第
｝
）
の
語
が
あ
る
が
、
是
等
は
矢
張
り
彼
等
族

民
が
租
調
力
役
等
の
上
に
於
て
も
大
耳
早
月
と
同
様
の
地
位
に
置
か
れ
て
み
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
力
役
郎
ち
得
役
躍
動
制
に
題
し
て
は
魏
晋
に
，
於
て
何
等
成
文
法
を
残
し
て
居
な
い
が
、
而
も
國
内
に
於
け
る
篠
役
の

繁
多
過
酷
で
あ
っ
た
事
事
は
史
上
に
顯
著
で
あ
り
、
邊
境
蹄
服
の
女
族
に
識
し
て
も
力
役
を
課
し
た
形
跡
は
多
々
あ
っ

て
、
か
の
「
初
慈
帝
在
關
中
、
與
底
莞
、
破
券
約
不
役
使
（
御
饗
引
何
糞
盛
晋
書
）
」
と
言
ふ
如
き
事
象
も
多
く
散
見
せ
ら
れ
る
が
、

之
と
て
も
寧
ろ
普
轟
墾
族
縫
役
撰
・
れ
て
る
た
…
を
反
面
に
示
し
て
ゐ
・
も
の
と
受
。
晋
董
橿
に
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
ゆ
　
　
　
り
　
お

－
王
謡
本
河
南
ヂ
、
時
蘇
蜜
給
公
卿
以
下
租
牛
一
戸
、
数
各
有
官
、
番
頭
小
人
揮
役
、
多
樂
爲
之
、
貴
勢
之
門
、
渤
有

　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
ゆ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
み
　
　
ゆ
　
　
　
　
ゆ
　
　
り
　
ゆ

’
百
数
、
大
原
諸
部
亦
以
旬
奴
胡
人
儒
田
客
多
者
数
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
あ
る
は
、
實
に
太
原
に
住
す
る
左
、
右
、
中
部
の
旬
奴
族
民
が
公
の
賦
役
を
嫌
っ
て
、
彼
等
の
部
の
貴
顯
の
門
に
至

り
、
田
客
と
な
っ
て
其
義
務
を
免
れ
た
も
の
が
数
千
に
達
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
Q

　
要
す
る
に
魏
晋
に
於
け
る
五
部
飼
奴
は
其
の
大
禮
の
状
態
よ
り
見
て
、
當
時
の
雑
筆
の
所
謂
編
戸
同
仁
租
調
賦
役
の

義
務
を
負
ふ
て
居
た
と
認
む
可
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
黙
に
於
て
も
後
漢
の
南
画
奴
が
途
に
貢
賦
を
寝
せ
す
、
層
却
っ
て
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

漢
朝
廷
が
其
の
費
に
困
惑
せ
し
め
ら
れ
だ
程
の
歳
賜
を
貧
つ
た
の
と
比
し
て
雲
泥
の
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
後
漢
末
期
よ
り
五
胡
胤
勃
獲
に
塗
る
勧
奴
五
部
の
盤
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
聡
　
第
二
號
　
　
ご
九
三



　
　
　
　
　
、
後
漢
宋
期
よ
り
五
胡
観
勃
獲
に
蓋
ろ
劒
奴
五
郡
の
歌
勢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
ご
九
四

　
勿
論
以
上
述
べ
淀
慮
は
其
全
班
を
概
括
し
て
の
話
で
あ
っ
て
、
同
じ
魏
晋
の
間
に
も
朝
廷
勢
力
の
強
弱
あ
り
、
三
和

騒
観
の
露
量
が
あ
わ
、
そ
れ
に
從
っ
て
五
部
飼
．
奴
の
統
治
に
於
て
も
時
々
異
同
墾
遷
あ
っ
淀
こ
と
は
當
然
考
へ
ら
れ
る

こ
と
で
あ
り
、
例
へ
ば
魏
初
戦
叢
叢
だ
焙
ま
濾
時
に
當
っ
て
は
旬
奴
丁
彊
を
徴
齢
し
て
義
從
と
な
す
、
帥
ち
兵
役
を
課

し
た
こ
と
も
屡
々
で
あ
る
が
、
晋
代
の
李
時
に
至
っ
て
は
極
め
て
稀
で
あ
る
Q
同
じ
く
族
民
で
あ
っ
て
も
、
上
掲
王
洵

傳
の
文
に
も
見
ゆ
る
如
く
、
役
に
堪
へ
か
ね
て
部
の
岩
燕
の
田
客
と
な
る
者
が
あ
る
反
面
に
は
、
其
の
田
客
を
多
数
に

養
っ
て
廣
大
な
耕
地
に
使
用
す
る
豪
族
も
あ
っ
た
。
劉
淵
劉
聰
の
事
蹟
に
も
あ
る
如
く
帝
都
に
在
っ
て
は
貴
顯
と
交
遊

し
詩
文
を
翫
び
、
部
落
に
あ
っ
て
は
名
説
俊
傑
の
寄
食
す
る
と
云
ふ
豪
族
で
官
吏
で
あ
る
都
尉
等
の
生
活
も
あ
れ
ば
、

叉
陳
元
達
（
飼
奴
後
部
人
）
の
如
く
、
貧
困
躬
耕
の
者
（
載
録
二
）
乃
至
は
購
は
れ
て
支
那
内
地
に
奴
隷
と
な
っ
た
も
の
も

　
　
　
　
　
　
④

少
く
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
階
級
身
分
に
よ
つ
て
千
差
萬
別
で
あ
っ
π
ら
う
こ
と
言
ふ
迄
も
な
か
ら
う
。

＠＠③④

晋
書
地
理
憲
、
漁
軟
記
ご
。

魏
代
雁
門
　
鳥
丸
五
百
餓
出
菰
の
租
細
副
七
三
に
識
地
じ
、
鞍
一
馬
な
榊
傭
へ
し
め
侵
竃
に
醤
す
る
侑
…
候
と
し
ナ
一
こ
と
（
三
國
魏
志
爾
招
傳
）
、
皿
日
脚
亭
｛
泉
の
氏
鵡
先
等

に
租
調
を
諾
す
る
こ
と
の
不
得
策
な
ろ
こ
と
の
屡
々
上
陳
さ
れ
て
居
る
こ
と
ハ
晋
書
雨
曇
二
等
）
な
ど
ほ
其
一
例
で
あ
ら
う
。

南
飼
奴
が
後
漢
朝
講
に
貢
賦
か
．
重
工
ざ
り
し
こ
と
は
触
書
北
狭
傳
に
明
記
あ
り
。
謝
絶
多
額
に
し
て
披
等
が
所
謂
開
口
仰
食
の
歌
で
あ
り
、
朝
廷
其

費
に
困
し
み
こ
と
、
後
漢
書
南
旬
奴
傳
、
田
図
安
傭
等
よ
り
容
易
に
知
悉
し
得
る
。
内
田
、
光
武
帝
の
蟹
南
旬
奴
策
（
史
林
ナ
入
の
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
り
　
む
　
　
　
ゆ
　
の
　
の
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

三
國
魏
志
錘
鉛
傳
に
陳
泰
爲
井
甥
刺
史
加
振
武
將
軍
使
持
節
護
旬
奴
中
郎
將
、
捜
柔
第
民
通
有
威
惑
、
京
華
貴
人
多
寄
費
貨
、
因
泰
、
市
殉
奴
魏
、

泰
皆
挫
之
於
壁
、
不
獲
其
封
艮
樹
撃
ろ
吾
人
に
煎
黒
巡
弁
州
が
劒
奴
々
嬉
の
供
給
市
場
細
り
し
威
鋤
為
與
へ
ろ
。
漸
騰
書
栽
記
第
四
に
見
ゆ
る
丼
州
刺
史
東

濠
公
等
の
奴
隷
大
森
掠
の
歌
な
ど
も
、
支
那
内
地
に
迭
ら
れ
糞
旬
瀟
々
隷
の
少
く
な
か
つ
カ
で
あ
ら
う
こ
と
為
推
察
ゼ
し
め
ろ
。

（72）



八
、
結

甑π口

　
以
上
数
章
に
亙
っ
て
後
漢
末
よ
り
五
胡
観
獲
生
に
至
る
問
の
丼
州
五
部
の
旬
奴
に
書
す
る
考
察
に
努
め
だ
。
引
く
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

の
史
料
は
敢
て
新
奇
と
は
云
ひ
得
す
、
所
述
亦
甚
だ
粗
煮
で
あ
っ
た
が
、
然
し
術
從
來
殆
ど
顧
ら
れ
す
暖
昧
模
糊
の
儘

に
置
か
れ
て
居
た
彼
等
の
扶
態
を
ば
幾
分
か
明
瞭
に
し
、
多
少
な
り
と
も
纒
ま
っ
た
姿
と
し
て
彼
等
を
窺
察
し
得
淀
も

の
と
思
ふ
。
、

　
術
、
朋
田
敏
授
に
は
極
め
て
御
多
忙
の
時
間
を
導
い
て
蕪
雑
な
本
稿
の
校
閲
に
當
て
ら
れ
、
種
々
御
注
意
を
下
さ
れ

た
。
謹
記
し
て
深
き
戚
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
完
）

（73）

後
漢
末
期
よ
り
五
胡
翫
勃
獲
に
至
ろ
憩
奴
五
部
の
懸
勢
に
就
て

第
十
九
巷
　
第
二
號
　
　
二
九
五


